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松本市教育委員会 



令和５年度第９回定例松本市教育委員会付議案件 

 

［議案］ 

第１号  松本市学校給食費の改定について 

第２号  令和５年度松本市公民館活動推進功労者について 

第３号  史跡小笠原氏城跡整備基本計画の策定について【非公開】 

第４号  史跡松本城整備基本計画の策定について【非公開】 

第５号  松本市立博物館の臨時開館について 

第６号  指導上の措置について【非公開】 

 

［報告］ 

第１号  令和５年松本市議会１２月定例会の結果について 

第２号  令和５年度上半期（４－９月）いじめ・体罰等の実態調査について 

第３号  令和５年度上半期（４－９月）における不登校児童生徒の状況について 

 

［その他］ 

 



 

 

 

 

議案第 1 号 

松本市学校給食費の改定について 

 

１ 趣旨 

  令和５年１２月７日付け松本市教育員会諮問第４号で松本市学校給食セン 

ター運営委員会（以下「運営委員会」という）に諮問し、１２月１９日に答 

申のあった学校給食費の改定について協議するものです。 

 

２ 経過 

  ５．１２. ７ 教育委員会から運営委員会へ諮問 

       １９ 運営委員会で答申について協議、決定 

 

３ 答申書 

  別紙のとおり 

 

４ 答申内容 

 ⑴ 令和６年２月からの松本市学校給食費について 

(ｱ) 令和６年２月からの学校給食費の１食あたりの金額を以下のとおりと 

されたい。 

 

 

 

(ｲ) 昨年からの物価の急激な上昇により主食（精米、小麦）、牛乳、油類以外 

にも広範囲にわたり給食食材の高騰が続いている。また、献立の工夫や食材 

 の仕入れに伴うコストダウン等の努力をしてきているが限界となっている

ことから、給食費の値上げはやむを得ないものと考える。 

⑵ 要望事項 

  (ｱ) 交付金等を活用するなど、可能な限り保護者の負担が増えないような配 

慮をお願いしたい。 

(ｲ) 成長期の児童生徒のために、必要な栄養価を満たした給食を安定的に提 

供して欲しい。 

 

５ 改定案 

  令和６年２月から、学校給食費１食あたりの金額を、上記４の１(ｱ)の表の 

 とおりとする。  
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学校給食課 

区 分 現行 改定額 値上額 

小学生 ２９０円 ３１２円 ２２円 

中学生 ３４０円 ３７２円 ３２円 



６ 今後の対応 

 ⑴ 保護者負担額については市長部局と協議します。 

⑵ 適切な時期に保護者へ周知します。 

⑶ 次期開催の庁議及び市議会経済文教委員協議会に報告します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

担当 学校給食課 

課長 三代澤 昌秀 

（内線 ２４７７）  
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生涯学習課・中央公民館 

 

議案第 ２ 号 

 

令和５年度松本市公民館活動推進功労者について 

 

 

１ 趣旨 

松本市公民館活動推進功労者感謝状贈呈内規に基づき、令和５年度松本市公民館活動

推進功労者について協議するものです。 

 

２ 推薦基準 

⑴ 公民館の非常勤職員又は公民館運営審議会委員として６年以上在職し、退職または 

退任した者 

⑵ 公民館委員として８年以上在職し、退任した者 

⑶ 上記のほか、特に公民館活動推進のため尽力したと認められる者 

 

３  功労者（候補者） 

計１９名 別紙功労者（候補者）名簿のとおり 

 

４ 感謝状の贈呈 

中央公民館長及び地区公民館長から贈呈します。 

 

 

 

 

 

 

担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 石川 善啓 

(直通３２-１１３２) 



№ 氏名（ふりがな） 推薦館

1 白井
し ら い

　充子
み つ こ

第一地区 ・館報編集委員 H18.4.1 ～ R5.3.31

2 小林
こばやし

　壽美子
す み こ

第二地区 ・文化委員 H23.4.1 ～ R5.3.31

3 塩原
しおはら

　修
おさむ

第三地区 ・運営委員 H26.4.1 ～ R5.3.31

4 熊谷
くまがい

　武久
たけひさ

第三地区 ・運営委員 H22.4.1 ～ R4.3.31

5 丸山
まるやま

　守
もり

壽
とし

城北 ・館報編集委員 H18.4.1 ～ R5.3.31

・館報編集委員 H23.4.1 ～ H29.3.31

同上 R2.4.1 ～ R5.3.31

7 田中
たなか

　健太郎
けんたろう

鎌田地区 ・地区公民館長 H29.4.1 ～ R5.3.31

・館報編集委員 H23.6.1 ～ R5.4.30

・運営委員 H31.4.1 ～ R5.3.31

・企画委員（運営委員） H17.4.1 ～ H21.3.31

・文化図書委員 H27.4.1 ～ R5.3.31

・スポーツ委員 H27.4.1 ～ R3.3.31

・スポーツ委員 H24.4.1 ～ R5.3.31

・文化図書委員 H30.4.1 ～ R2.3.31

11 山田
やまだ

　雄一
ゆういち

新村 ・体育委員 H21.4.1 ～ R5.3.31

・体育委員 S60.4.1 ～ S62.3.31

・運営委員 H1.4.1 ～ H3.3.31

同上 R3.4.1 ～ R5.3.31

・館報編集委員 H3.4.1 ～ H8.3.31

・体育委員 H11.4.1 ～ H13.3.31

・運営委員 H13.4.1 ～ H15.3.31

同上 H31.4.1 ～ R5.3.31

14 吉原
よしはら

　靖彦
やすひこ

芳川 ・体育委員 H25.4.1 ～ R5.3.31 10年

15 柳澤
やなぎさわ

　佳明
よしあき

芳川 ・体育委員 H25.4.1 ～ R5.3.31 10年

・体育委員 S60.4.1 ～ S63.3.31

同上 H1.4.1 ～ H5.3.31

同上 H30.4.1 ～ R5.3.31

・運営委員 H26.4.1 ～ R5.3.31

・館報編集委員（全市版） H18.4.1 ～ H22.3.31

18 佐藤
さ と う

　紀夫
の り お

安曇 ・文化委員 H25.4.1 ～ R5.3.31

19 奥原　章次
おくはら しょうじ

安曇 ・体育委員 H24.4.1 ～ R4.12.6

松川
まつかわ

　靖彦
やすひこ

鎌田地区

16 清水
しみず　

　正郎
まさお

寿台

12 小松
こまつ

　誠一
せいいち

神林

13 渡辺
わたなべ

　賢
かし

夫
お

神林

令和５年度松本市公民館活動推進功労者（候補者）名簿

役職区分 在職期間

17年

12年

12年

14年

11年11月

6 大月
おおつき

　悦子
えつこ

城北

 9年

8

9 浅野
あさの

　正行
まさゆき

島立

10 北野
きたの

　元
もと

晴
はる

島立

11年

 8年

12年

 9年

17年

 6年

12年

10年

 9年8月

17 倉田
くらた

　美智子
みちこ

岡田

13年

10年
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博 物 館 

 

議案第 ５ 号 

 

 松本市立博物館の臨時開館について 

 

１ 趣旨 

  市民・観光客の利便性の向上やまちなかの回遊性に資するため、松本市立博物館を臨

時開館することについて協議するものです。 

 

２ 臨時開館の内容 

 ⑴ 日時 

   令和６年１月１日（祝） 午前１０時～午後３時 

 ⑵ 開館箇所 

   １階（子ども向け展示室を除く。） 

 ⑶ 開館内容 

  ア フリースペースの一般利用 

  イ 指定管理者自主事業として、売店・カフェを営業します。 

  ウ 講堂等の予約による貸室利用は行いません。 

 

３ 周知方法 

  松本市ホームページ・松本まるごと博物館ホームページへ掲載します。 

 

 

 

 

 

担当 博物館 

館長 加藤 孝 

電話 ３２－０１３３ 



 

 

報告第 １ 号 

 

令和５年松本市議会１２月定例会の結果について 

 

１ 趣旨 

    松本市議会１２月定例会の結果について報告するものです。 

   

２ 会期等について 

  １２月４日（月）から１２月２１日（木）まで１８日間 

一般質問      １２月１１日（月）から１３日（水）まで３日間 

  経済文教委員会   １２月１５日（金） 

 

３ 審査内容及び結果 

⑴ 経済文教委員会審査 

ア 請願 

 (ｱ) 案件 

a 請願第４号 「さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書」採択を 

求める請願書 

b 請願第５号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準 

に戻すこと」を長野県知事に求める請願書 

   (ｲ) 集約結果 

a 請願第４号 全会一致で採択されました。 

b 請願第５号 全会一致で採択されました。 

イ 議案 

(ｱ) 案件 

a 議案第３９号 公の施設の指定管理者の指定について（池上百竹亭） 

b 議案第４０号 公の施設の指定管理者の指定について（ふれあいパーク乗鞍） 

c 議案第１５号 令和５年度松本市一般会計補正予算中教育委員会関係予算 

【主な内容】 

      （債務負担行為）追加 

       ・池上百竹亭指定管理料       2,500 千円 

        令和５年度から令和６年度までの指定管理料を追加 

       ・ふれあいパーク乗鞍指定管理料   8,850 千円 

        令和５年度から令和１０年度までの指定管理料を追加 

      （債務負担行為）変更 

       ・小学校長寿命化改良事業     13,900 千円 

        （菅野小学校第２期工事監理委託料） 

       ・小学校長寿命化改良事業     686,690 千円 

        （菅野小学校第２期工事請負費） 

令和５年１１月１４日実施の入札が不落になったことから、設計額の見直し、

工事着工遅れによる債務負担割合の見直し、および地方債の対象工事の精査に

よる変更 

 (ｲ) 審査結果 

  a 原案どおり可決されました。 

  b 原案どおり可決されました。 
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  c 原案どおり可決されました。 

⑵ 経済文教委員協議会 

  ア 協議事項 

   ⑴ 松本市部活動地域移行推進計画の策定について 

イ 報告事項 

 ⑴ 中学校への生理用品の配置について 

 ⑵ 通学費扶助に係る運用基準の見直しについて 

 ⑶ 史跡松本城太鼓門耐震対策工事期間の変更について 

ウ 委員からの主な意見等 

  ＜松本市部活動地域移行推進計画の策定について＞ 

    ・部活動の地域移行とは、従来の部活動とは異なる概念であるということを、しっかり

周知してほしい。令和７年度までの２年間で、意識の改革、発想の転換に意識を持っ

ていかないと地域移行は上手く進まないのではないかとの発言があり、いままで学校

で教員が担ってきた部活動という仕組みから、多様な地域の方々が、多様な活動で支

えていただくということに、地域全体で変わっていくということの理解を丁寧に説明

していくことが必要と考えるため、その周知に努めていきたい旨を答弁しました。 

    ・指導者については、一定の資質、資格要件等を揃えていった方が良い。この団体には

コンプライアンス研修を受けた指導者がいるなど、公表していくことも検討されたい

との発言があり、指導者については大変な重要なことと認識しているため、今後公表

していく上で、どのような公表の仕方をしていくかということも含めて、考えていき

たいと答弁しました。 

    ＜中学校への生理用品の配置について＞ 

    ・生理用品については、中学校だけでなく小学校にも早急に配備してほしいとの要望が

あり、今後学校と調整し、小学校でもモデル的に配置し、実施に向けて検討していく

旨を答弁しました。 

  ＜通学費扶助に係る運用基準の見直しについて＞ 

    ・１人でもその町会で該当者がでた場合は、当該町会の他の児童も認めるということで

よいのか。町会内で距離的に大きな差が生じた場合にどうなるのか、もう少し慎重な

検討が必要ではないかとの発言がありました。 

    ＜史跡松本城太鼓門耐震対策工事期間の変更について＞ 

・漆喰を使う現場が減ってきているが、将来、職人の確保という点においてどのような 

対策を考えているかとの発言があり、伝統的な技術を用いた職人については、文化庁

が認定する伝統的技術保持者といった制度も活用しながら、今後検討していきたい旨

を答弁しました。 

エ 審査結果 

・協議事項⑴については了承と集約されました。 

・報告事項⑴、⑶については承認、報告事項⑵については報告を受けたと集約されまし 

た。 

 

担当 教育政策課 

課長 小西 えみ 

電話 ３３－３９８０ 
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報告第 ２ 号 

 

令和５年度上半期（４-９月）いじめ・体罰等の実態調査について 

 

１ 趣旨 

市内の全小中学校で２か月に一度実施しているいじめ・体罰等の実態調査について、

令和５年度上半期（４－９月）の集計結果を報告するものです。 

 

２ 調査方法 

⑴ 各学校において、約２か月に一度、児童生徒一人ひとりにアンケート調査を実施 

⑵ 生徒指導事案の教職員による発見、本人や保護者からの訴え、これらの事案への聞

き取りによる 

 

３ 調査結果の概要 

 別紙のとおり 

 

４ いじめ・体罰等の傾向 

⑴ 市内小学校において、体罰と認められる事案は１件ありました。 

⑵ 小中学校におけるいじめの認知件数は３９４件であり、このうち１１１件が解消さ

れ、解消率は２８．２％でした。 

⑶ 学年別のいじめの認知件数において、小学校では、４年生が他学年と比較して多く

６４件でした。中学校では、学年が上がるにつれて少なくなる傾向があります。 

⑷ いじめの発見のきっかけでは、アンケート調査など学校の取組みによりいじめが発

見される割合が高く、小学校では４９．２％、中学校では５０．０％でした。また、

本人からの訴えにより発見される割合も次に高い傾向がありました。 

⑸ いじめられた児童生徒の相談状況（いじめを認知した時点）では、学級担任への相

談の割合が高く、小学校では６５．８％、中学校では５６．７％でした。 

⑹ いじめの様態では、「冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる」とする割合

が高く、小学校では４７．８％、中学校では５３．５％でした。 

 

５ いじめの解消に向けた対応 

⑴ いじめは、どの学校にも、どの子どもにも起こりうるものであることを前提に、各

校においては、いじめを積極的に認知し、認知したいじめについて校内で情報共有す

ることとしています。また、いじめの相談を受けることの多い学級担任が一人で抱え

込まない教職員間の風通しの良い雰囲気づくりに努め、早期に対応できるように配慮

しています。 

⑵ いじめは、アンケートなどの調査により発見される事案が多いことから、およそ２

か月に１度の頻度で定期的なアンケートを実施しています。報告されたいじめについ



て学年及び学校を単位とした組織的対応が可能となるよう、対応経路について年度当

初に職員間で確認することを依頼しています。 

⑶ いじめは、児童生徒と教職員との会話、生活記録等への記載などにより発見される

こともあるため、引き続き、教職員が威圧的にならず、児童生徒が自身の思いを表現

しやすい物腰で接することを心掛けるなど、良好な関係づくりを進めるよう周知して

います。一方、いじめについて誰にも相談していない児童生徒が一定数いることから、

児童生徒が活用できる相談機関を紹介しています。 

⑷ 各校においては、学校だより等を通じて、いじめの状況や防止のための取組等を保

護者や地域の方々に継続的に周知するようにしています。また、年度末の教職員の異

動や、進級や学級編成に伴う職員組織改編に伴い、前年度までに発生した事案が風化

しないよう、年度毎の情報共有に努めています。 

⑸ ＳＮＳやオンラインゲームなどインターネットに起因するいじめも少なくないこ

とから、各校では、教職員、児童生徒及び保護者を対象としたメディアリテラシーの

研修を行い、情報モラルの向上に努めています。また、インターネットの利用時間が

多くなる長期休業前に、インターネットに起因するトラブルを回避するための指導を

行っています。 

⑹ 「いじめ重大事態に関する国への報告について（依頼）」（文部科学省｜令和５年３

月１０日）により、重大事態を文部科学省に報告することが示されました。子どもが

充実した学校生活を送ることができるよう、いじめ未然防止への取組みを改めて各校

に依頼し、重大事態が発生した場合には速やかに報告し対応するよう再確認していま

す。 

⑺ 心の健康状態の悪化を早期に発見しＳＯＳを出すきっかけとなる、ＩＣＴを活用し

た「心の健康観察」を試験的に導入することを検討しています。今後は、導入に伴う

課題点を整理し、実施範囲の拡大を検討していきます。 

⑻ 「学校いじめ防止基本方針の見直しについて（依頼）」（長野県教育委員会｜令和５

年８月２１日）により、各校の「いじめ防止基本方針」を見直すとともにいじめへの

組織的な対応が図られるよう職員への周知を依頼しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

学校教育課 課長 清沢 卓子 

学校支援室 室長 坂口 俊樹 

電話 ３３－４３９７ 

  



 別 紙  

 

１ 調査結果の概要 

⑴ いじめの認知（発生）学校数・認知件数注 1・2）及び体罰の認知件数 

 
注 1）  文部科学省が年度末に実施する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」での「認知

件数」は、「・・・年度間において、上記の（いじめの）定義に該当するいじめを受けた児童生徒ごとに１件とし

て数える。この際、同一の児童生徒が異なる時期に別の児童生徒からいじめを受けていても１件として扱う」と

されています。そのため、いじめを受けた児童生徒の人数で報告されることになります。 

注 2） 松本市における「認知件数」は、いじめの積極的な認知により早期発見と早期対応を促進する観点から、具体的な

いじめの行為の回数となります。 

 

 ⑵ いじめの現在の状況 

 

 

 ⑶ いじめの認知件数の学年別、男女別内訳 

 

 

※図は、表をグラフ化したものです。 

区　分 学校総数（A）
いじめを認知し

た学校数

いじめを認知し

ていない学校数

いじめの認知件

数（C）

1校あたりの認

知件数（C/A）
体罰の認知件数

小学校 29 27 2 252 8.7 0

中学校 21 16 5 142 6.8 0

合計 50 43 7 394 7.9 0

合計

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数

小学校 78 31.0 174 69.0 0 0.0 252

中学校 33 23.2 109 76.8 0 0.0 142

合計 111 28.2 283 71.8 0 0.0 394

区　分

解消しているもの

（日常的に観察継続中）
解消に向けて取組中

その他

（転居等）

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生

男子 25 22 24 35 21 32 47 19 14

女子 8 8 17 29 15 16 30 22 10

合計 33 30 41 64 36 48 77 41 24

小学校 中学校
区分

0

20

40

60

80

100

１年生２年生３年生４年生５年生６年生１年生２年生３年生

男子 女子 合計



 

 ⑷ いじめの発見のきっかけ 

 

 

 ⑸ いじめられた児童生徒の相談状況 

 
※複数選択可能な質問項目です。 

 

 ⑹ いじめの態様  

 
※複数選択可能な質問項目です。 

 

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％）

学校の教職員等が発見した 149 59.1 87 61.3 236 59.9

① 学級担任が発見した。 22 8.7 10 7.0 32 8.1

② 学級担任以外の教職員が発見した。（養護教諭、SC等の相談員を除く） 3 1.2 4 2.8 7 1.8

③ 養護教諭が発見した。 0 0.0 2 1.4 2 0.5

④ スクールカウンセラー等の相談員が発見した。 0 0.0 0 0.0 0 0.0

⑤ アンケート調査など学校の取組により発見した。 124 49.2 71 50.0 195 49.5

学校の教職員以外からの情報により発見した。 103 40.9 55 38.7 158 40.1

⑥ 本人からの訴え 47 18.7 31 21.8 78 19.8

⑦ 当該児童生徒（本人）の保護者からの訴え 34 13.5 16 11.3 50 12.7

⑧ 児童生徒（本人を除く）からの情報 15 6.0 4 2.8 19 4.8

⑨ 保護者（本人の保護者を除く）からの情報 7 2.8 4 2.8 11 2.8

⑩ 地域の住民からの情報 0 0.0 0 0.0 0 0.0

⑪ 学校以外の関係機関（相談機関を含む）からの情報 0 0.0 0 0.0 0 0.0

⑫ その他（匿名による投書など） 0 0.0 0 0.0 0 0.0

252 100.0 142 100.0 394 100.0合計

小学校 中学校 小中学校の合計
区分

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％）

① 学級担任に相談した。 212 65.8 110 56.7 322 62.4

② 学級担任以外の教職員に相談した。（養護教諭、SC等の相談員を除く） 15 4.7 19 9.8 34 6.6

③ 養護教諭に相談した。 4 1.2 10 5.2 14 2.7

④ スクールカウンセラー等の相談員に相談した。 3 0.9 1 0.5 4 0.8

⑤ 学校以外の相談機関に相談した。（電話相談やメール等を含む） 6 1.9 2 1.0 8 1.6

⑥ 保護者や家族等に相談した。 56 17.4 26 13.4 82 15.9

⑦ 友人に相談した。 9 2.8 12 6.2 21 4.1

⑧ その他の人（地域の人など）に相談した。 1 0.3 0 0.0 1 0.2

⑨ 誰にも相談していない。 16 5.0 14 7.2 30 5.8

合計 322 100.0 194 100.0 516 100.0

区分
小学校 中学校 小中学校の合計

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％）

① 冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる。 162 47.8 92 53.5 254 49.7

② 仲間はずれ、集団による無視をされる。 30 8.8 9 5.2 39 7.6

③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 69 20.4 28 16.3 97 19.0

④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 26 7.7 2 1.2 28 5.5

⑤ 金品をたかられる。　 3 0.9 1 0.6 4 0.8

⑥ 物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 13 3.8 10 5.8 23 4.5

⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 19 5.6 10 5.8 29 5.7

⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。 2 0.6 7 4.1 9 1.8

⑨ その他 15 4.4 13 7.6 28 5.5

合計 339 100.0 172 100.0 511 100.0

小学校
区分

中学校 小中学校の合計
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学校教育課 

報告第 ３ 号 

 

令和５年度上半期（４－９月）における不登校児童生徒の状況について 

 

１ 趣旨 

市内全小中学校で毎月実施している不登校等長期欠席児童生徒に関わる実態調査に

ついて、令和５年度上半期（４－９月）の不登校児童生徒の状況及び不登校支援アド

バイザーの活動や教育支援センターの状況について報告するものです。 

 

２ 児童生徒の状況（別紙参照） 

⑴ 累計３０日以上欠席している児童生徒数は、前年度と比較して、小学校では６４

名、中学校では４４名増加しています。 

⑵ 教育支援センターの年間利用状況は、令和５年度上半期時点で小学生８６名、中

学生５６名となり、令和４年度の年間利用状況（小学校６３名、中学校５３名）を

やや上回る人数となっています。 

 

３ 不登校児童生徒への支援 

⑴ 各校の取組み 

ア 校内教育支援センター（旧校内中間教室） 

 学校支援室では、山間小規模校を除く全小中学校に、不登校及び不登校傾向の

児童生徒を対象として支援を行う自立支援教員を４１校に４３名配置し、校内に

も教育支援センターを設置して支援を継続しています。児童生徒が安心して過ご

せる居場所となるように、学習のみならず他者と交流を図ることのできる環境を、

一層充実できるよう努めています。（校内教育支援センター設置数は、令和４年

１１月３０日現在で３４校） 

イ オンライン授業 

 不登校及び不登校傾向のある児童生徒が、校内教育支援センターに在籍して、

原学級の授業をオンライン受講できるようにしています。 

ウ 不登校児童生徒の出席の扱いや学習状況の評価が適切に行われるよう、改めて

本市のガイドラインを全小中学校へ周知しています。（民間施設を利用し、出席

扱いとして４月から９月に新規認定したケースは５名） 

⑵ 不登校支援アドバイザーによる支援（別紙参照） 

 不登校支援アドバイザーは、こども部が連携する「はぐルッポ」、「フリースペ

ース十色」などを訪問し、学校外で活動している不登校児童生徒との交流を図り、

得意な活動や苦手と捉えている状況を理解するように努めています。 

 また、公民館の協力のもと、「ほっとスペース笹賀・松原」の運営を行い、不登

校児童生徒およびその保護者が安心できるよう関わりを深めています。（計４６日、

計２８名参加） 



 これらの居場所で見られる子どもの活動の様子は、各学校と共有するとともに、

具体的な支援の在り方を助言しています。 

⑶ 教育支援センター（旧中間教室）による取組み（別紙参照） 

ア 南部方面への支援 

 市の南部に居住する不登校児童生徒が教育支援センターを利用できるように、

今年度８月に「寿教育支援センターよつば」を開所しました。子どもの思いや願

いを聞きながら活動を考え、運動や遊び等の体験的な学習を取り入れることで子

どもの社会的な自立を支援します。 

イ 元気Ｕｐサッカー教室 

 教育支援センターに入室している児童生徒や不登校傾向のある児童生徒を対象

として、松本山雅ＦＣの協力のもと開催される「元気Ｕｐサッカー教室」を紹介

し、参加を促しています。サッカーを通じて、体力向上を図るだけでなく、他者

と楽しく交流する活動を持つようにしています。今年度は合計３回実施し７２名

の参加がありました。 

⑷ 元気Ｕｐ教育相談 

 児童生徒、保護者及び教職員を対象として、精神科医師およびＳＳＷによる教育

相談を年８回実施します。教育と医療および福祉の連携を図り、子どもの様々な状

況に応じた迅速な対応に努めています。（１２月まで計５回実施し、計３８名利用） 

 

４ 不登校児童生徒を支える教職員への支援 

⑴ 研修会の開催 

 自立支援教員を対象とした研修会で、不登校支援アドバイザーや指導主事等によ

る講話を行っています。（１１月までに計４日、計１７２名参加。２月にも１日開

催予定） 

 教職員研修では、子どもの臨床心理学に造形の深い信州大学の専門家を講師に招

き「不登校児童生徒の理解と支援」をテーマとした研修を５月に行いました（５１

名参加）。また５月から１２月にかけて発達障がいに詳しい専門家を講師とする研

修会を計６回実施しました（約３１０名参加）。 

 次年度もより多くの教員が不登校児童生徒の理解を図り、支援を行うことができ

るよう研修を継続していく予定です。 

⑵ 不登校支援アドバイザーによる学校訪問 

 不登校支援アドバイザーは、定期的に学校を訪問し、校長、教頭、支援に携わる

教職員との面談を行い、不登校児童生徒の状況について情報を共有するとともに、

支援の方向性について助言しています。 

 定期的な学校訪問により、児童生徒の状況を把握するとともに、必要に応じて、

教育支援センターや元気Ｕｐ教育相談等に関わる情報を提供するなど、多面的な支

援を進めています。 

⑶ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）による支援 

 市内全小学校において、ＳＳＷと指導主事によるスクリーニング会議を実施し、

ＳＳＷや指導主事が、要望のある小学校へ継続支援する体制を整えています。 



 

５ 不登校児童生徒への支援に係わる課題と今後の展望 

 ⑴ 不登校傾向のある児童生徒を含め、全ての子どもの支援ニーズを早期に発見するシ

ステムとして「心の健康観察」の導入が期待されています。本市においても、潜在的

な支援ニーズがありながらも支援が届かなかった子どもに対して、必要な支援を早期

に実現するために、このシステムの全市展開を目指して、まずは１２月中旬以降から、

小学校１校、中学校１校において試験的な導入を行います。 

 ⑵ 増加の一途をたどる不登校児童生徒への対策として、オンラインでの学習支援を今

後も継続するとともに、家庭から出られない子どもが他者の交流するきっかけ作りと

して、オンラインで交流する機会を設けるなど、不登校児童生徒の社会的自立に向け

た具体的な取組みについて検討していきます。 

 ⑶ １０月２５日に、教育長、教育監及び指導主事等の計６名が、学びの多様化学校と

して全国から注目されている岐阜市立草潤中学校の視察を行いました。 

   ここでは、週に数回の登校や家庭からオンライン授業を受けるなど、授業を受ける

学習スタイルを生徒が選択できるほか、各種参考書やドリルなどを揃えた各教科の学

び直しができる学習コーナーを設置したり、図書館にテントやハンモックを設けくつ

ろぎのスペースを作りだすなど、学習環境や居心地のよさを感じる空間を整えていま

す。また一人ひとりの子どもの姿を全職員で共有し、それぞれの子どもにあった支援

を徹底して行うことに力を注いでいます。このような取組みにより、小学校で不登校

だった生徒の約８０％が登校できています。 

   今後も、教職員研修計画に基づく子ども観、教育観などの編み直しを進め、一人ひ

とり沿った支援に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

学校教育課 課長 清沢 卓子 

学校支援室 室長 坂口 俊樹 

電話 ３３－４３９７ 

 

 

 別 紙  



 

１ 児童生徒の欠席状況 

⑴ 月半数以上欠席している児童生徒数及び累計３０日以上欠席している児童生徒数 

 

注）月半数以上欠席している児童生徒数と全欠児童生徒数には、病気による欠席や民間施設への登校などを理由とす

る欠席者も含まれています。 

 

⑵ 累積３０日以上欠席している児童生徒数（不登校数）の推移と前年度比較 

 

 

２ 不登校支援アドバイザーの学校訪問支援の状況（年度間） 

⑴ 学校訪問回数（回） 

 
注）令和５年度は上半期（４－９月）の数値。令和４年度は通年の数値。 

 

校種 年度 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月半数以上欠席数 109 136 147 152 160 149 176

（内月全欠生徒数） 30 46 44 51 67 39 45

累計30日以上欠席数（不登校） 0 53 99 126 136 165 206

月半数以上欠席数 72 98 112 114 117 113 139 148 147 163 165 155

（内月全欠児童数） 2 24 28 37 53 25 31 38 49 49 56 42

累計30日以上欠席数（不登校） 0 19 66 90 94 117 142 181 204 218 238 247

月半数以上欠席数 207 253 262 256 266 282 290

（内月全欠生徒数） 52 69 63 71 119 78 111

累計30日以上欠席数（不登校） 0 92 178 208 215 244 272

月半数以上欠席数 163 196 220 235 245 260 268 283 286 288 317 286

（内月全欠児童数） 32 62 57 70 128 81 75 77 84 104 115 86

累計30日以上欠席数（不登校） 0 67 142 174 179 208 228 254 280 292 307 311

令和

5

年度小

学

校 令和

4

年度

令和

4

年度

令和

5

年度中

学

校

小学校 中学校 合計

令和５年度 55 58 113

令和４年度 104 103 207



⑵ 訪問形態（回） 

 
注）令和５年度は上半期（４－９月）の数値。令和４年度は通年の数値。 

 

⑶ 面談相手（回） 

 
注）令和５年度は上半期（４－９月）の数値。令和４年度は通年の数値。 

 

３ 教育支援センター（旧：中間教室）の状況 

⑴  通所児童生徒の状況 

ア 教育支援センター通所児童生徒数の１０年間の推移（人） 

 
注）令和５年度は上半期（４-９月）の数値。平成２６年度から令和４年度までは通年の数値。 

 

イ 在籍児童生徒数（人）※入室届の提出なく利用がある場合を含む 

 
注）令和５年度は上半期（４-９月）の数値。令和４年度までは通年の数値。寿教育支援センターの数値は、令

和５年８月の開所から９月末までのもの。 

 

⑵ 保護者や学校との連絡相談の現状（回） 

 
注）数値は、令和５年度上半期（４-９月）のもの。寿教育支援センターの数値は、令和５年８月の開所から９

月末までのもの。 

 

面談（学校訪

問＋家庭訪問

＋支援会議）

児童生徒観察

（授業参観）

支援会議

あるぷ連絡会
家庭訪問

中間教室等

訪問

ほっとスペース

（松原）

ほっとスペース

（笹賀）

令和５年度 135 219 12 10 23 22 24

令和４年度 251 423 33 16 30 59 4

校長 教頭
生徒指導不登

校支援等担当
児童生徒 保護者 養護教諭等 学級担任

令和５年度 102 130 62 55 98 26 34

令和４年度 154 312 155 33 60 51 87

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

児童 7 12 11 6 17 21 33 45 63 103

生徒 48 46 39 47 53 37 29 40 53 62

全体 55 58 50 53 70 58 62 85 116 165

復帰 33 26 18 23 38 19 45 24 32

令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度

児童 38 43 0 12 25 29 0 19 63 103

生徒 15 18 27 24 11 14 0 6 53 62

合計 53 61 27 36 36 43 0 25 116 165

山辺 鎌田 波田 寿 合計

229

面接相談 417

6 2 37

55 117 444

関係諸機関連絡等

14

238

10 99

学校訪問

電話相談

合計寿

23

家庭訪問　 10

波田鎌田

0 0 1

山辺

15

34

75

166 188 40

45


